
 

 

学生用  教員免許特例法による「介護等体験」を体験する皆さんへ 

社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会 

 

 

介護等体験を受けるにあたっての心構え 

 「介護等体験」の制度は、施設の協力があって初めて円滑に実施できるものです。 

施設には多様な種類がありますが、各施設では、利用者の方々の生活を支援するために、

様々な職種の職員が協力して仕事をしています。 

各施設は、体験中は皆さんを「社会人」として受けとめます。「免許申請に必要だから」

といった気持ちではなく、福祉の仕事や福祉サービス利用者への理解を深めるための体験

等であることを踏まえ、目的意識を持って、社会人としての責任ある行動に心掛けてくだ

さい。 

 

 

１ 施設での介護等体験の実施期間 

  令和 8年 7月 13日（月）～ 令和 9年 2月 26日（金） 

 

２ 介護等体験申し込み方法 

（１） 介護等体験の申込方法は、「介護等体験システム基本操作説明書（学生用）」のとお

りです。その他詳細については、学校からの指示に従ってください。 

また、申込期間は、令和 8年 4月 13日（月）～ 令和 8年 5月 20日（水）です。期

日に余裕を持って提出するよう注意してください。 

（２）調整にあたっては、皆さんの希望施設をもとに調整を行います。場合によっては、

希望に添えないことがございますので御了承ください。 

   また、感染症等の状況によっては、再調整が必要となる場合があります。 

 

３ 費用について 

  あらかじめ納入いただいている費用は、指導費や通信費、印刷費等の事務費等に当て

られるものです。 

  施設によっては、昼食や体験に宿泊を必要とする場合があります。その際は、食費や

宿泊に要する費用（寝具のレンタル料等）実費が必要となりますので、直接施設に支払

ってください。 

 

４ 介護等体験の体験前の準備 

（１） 訪問する施設の理念や概要、利用者とコミュニケーションを図る際の注意事項及び

本会 HP掲載の「体験学習をする上での心得」などを事前に学習してください。 

体験初日（施設によっては事前に行う場合があります）にオリエンテーションや指

導を行うことがあります。わからない点がある場合は積極的に質問等してください。 

各学校において体験前に「介護等体験」に向けてのオリエンテーションを行う場合

があります。 

オリエンテーション内容を十分に守り、体験に臨んでください。 

    



 

 

（２） 体験開始 2週間以上前までには必ず体験先施設へ事前の連絡をしてください。 

なお、以下の内容については、必ず事前の打ち合わせの際に確認してください。 

① 集合時間・場所・実施時間 

   ② 自家用車使用可の場合は、駐車場の有無と駐車場所 

   ③ 服装・所持品（学生証は携帯しておくこと。貴重品は持っていかない。） 

   ④ 昼食の有無（有の場合はその費用） 

   ⑤ 「健康診断書」、「腸内細菌検査結果報告書」、「健康管理チェック表(介護等体験日

の 2週間前から体温測定等計測し記入したもの)」提出の有無 

   ⑥ その他注意事項等 

 

５ 介護等体験の諸注意事項 

（１）  決定通知後、やむを得ず日程変更を行う場合は、施設と学校または皆さんとの間

で、直接スケジュールを調整し、必ず 5日間体験してください。 

日程変更した場合は必ず、学校の担当者へ報告してください。 

自己都合で体験当日早退して、改めて体験日を追加した場合は、追加料金が発生

します。 

（２） やむを得ず「介護等体験」を実施できなくなり、辞退する場合には、速やかに学校

の担当者に、その旨を報告してください。 

（３） 上記（１）について、下記の理由は日程変更の理由に該当します。学校担当者と相

談してください。 

   ① 忌引き関係 

   ② 盲ろう学校の介護等体験の日程重複 

   ③ 試験等の学校行事 

④ 風邪等の体調不良 

⑤ 自然災害等により安全確保が困難な場合 

（４） 施設での介護等の体験は、連続 5日間を原則としています。体調には十分に注意し

てください。 

（５）守秘義務と利用者の人格尊重 

    施設は、利用者の生活の場です。利用者本人やご家族などに関する情報は、些細 

な事でも外部に口外しないでください。特に、施設での体験後に、体験中に見聞き 

したことを話題にすることは止めてください。 

 また、利用者の居室への無断入室や、利用者の持ち物に勝手に触る等の行為は慎

んでください。 

（６） その他 

施設は、福祉系学校の学生や福祉資格取得のための実習生など、介護等体験以外の

多くの実習生を受け入れています。そのことを十分に理解し、体験に臨んでください。 

 

６ 介護等体験終了後の対応 

  体験終了後、皆さんが持参した「証明書」に、各施設が体験日数・体験内容・代表者

名を記入し、公印を押印します。名前、体験期間の間違いがないか確認し、学校へ提出

してください。 

 

※上記の内容を踏まえ、必ず体験 2週間以上前までに受入施設に連絡をしてください。 

連絡をしない場合、体験できないこともあります。 


